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さくら共同法律事務所(所在地：東京都新宿区)が、2 年前に本格的にスタートした総合的な⼠業顧問契

約「スタートアップ⽀援サービス」の実績をお知らせします。 
 
■スタートアップ⽀援サービスとは 

ベンチャーやスタートアップ企業のために、事業⽴ち上げ時に必要な法⼈設⽴、各種基本契約書の作
成、商標登録、労務関係⼿続、会計税務処理、法律事務の処理及び法律相談などの基本的・⼀般的事務を
ワンストップで処理する包括的なサービスを⽉額 5 万円という定額顧問料で提供するもので、2 年前の
2018 年 10 ⽉ 10 ⽇から本格的にスタートしました。 
 
■コロナ禍のスタートアップ企業に対する影響 
 コロナ禍のスタートアップ企業に対する影響は甚⼤であ
り、本年２⽉以降、事業のスタートを延期したり、当⾯断念
したりする起業家が多かったようで、スタートアップ⽀援サ
ービスの利⽤申し込みも激減しました。すでに利⽤を開始し
ていた起業家においても、売上の激減などから事業の継続に
多⼤な⽀障が出て、スタートアップ企業が内部留保をもたな
いために廃業を決断した事案も相当数ありました。 
 ただ、コロナの蔓延を抑制するとともに、経済再⽣も両⽴
させる政府⽅針がとられるに従って、本年８⽉ころからは、
起業家による事業のスタートも復活し、本サービスの利⽤申
し込みも従前の８割程度に戻ってきており、起業スピリット
の⼒強さが感じられるところです。 
 
■情報通信業が 57.8％ 
 スタートアップ⽀援サービスの利⽤企業の業種を分類すると（⽇本標準産業分類/⼤分類）、情報通信業
が 57.8％、次いでサービス業が 22.2％となりました。特に、直近 1 年では、コロナ禍の下でも事業需要
の強い情報通信業の割合が 63.0％となっており、⾼い成⻑が⾒込める業種が年々増えていることが分か
ります。多額の資本を集め、急成⻑を続けているスタートアップ企業もあり、今後の発展が期待されてい
ます。 

当事務所は「スタートアップ⽀援サービス」を通じて、創業間もないスタートアップ企業における法
務・会計等の包括的なサービスを提供することで、事業の加速・拡⼤を間接的に⽀援しています。 

「スタートアップ⽀援サービス」 https://sakuralaw-venture.com/ 

スタートアップ⽀援サービス。情報通信業が 57.8％ 
〜さくら共同法律事務所のスタートアップ⽀援先の業種⼀覧〜 



 
■さくら共同法律事務所について 
所在地  ： 〒160-0004 東京都新宿区四⾕⼀丁⽬ 6 番 1 号 四⾕タワー8 階  
創⽴   ： 昭和 47 年(1972 年)4 ⽉ 
取扱分野 ： 訴訟、M＆A、労働問題、企業法務、起業・スタートアップ・ベンチャー⽀援 ほか 
URL    ： https://sakuralaw-venture.com/ 

（本件に関するお問い合わせ） 
さくら共同法律事務所  担当弁護⼠：荒⽵  TEL: 03-6384-1133 


